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l Fl l e-Leammng に関する知的財産権 問題 

小泉直樹， 0 石井美穂 ( 慶 腫大デジタルメディアコンテンツ 統合研究機構 ) 

    はじめに e,Learning では、 決定的に異なる 点があ り、 特に 

未発表では e.Lear ㎡ ng に関する著作権 問題、 大学の e-Learning ト こ関する著作権 問題について 

とりわけ大学における e.L"ar, 、 ing に関する著作 は複雑となっているため、 検討することの 意味は 

権 問題について 検討する。 大きい。 したがって、 今回はとくに 大学における 

e-L 杷 arning については、 6 月に発表された「 知 e.Learning に関する著作権 問題について 検討す 

財 推進計画 2 0 0 5 」，の中でも「いっでもどこで る。 

も 効率よく自己 研 鎗を図る手段として 知的財産の 

多様な研究機会の 提供に資するものであ ることか 2    e-Learning と ヰま 

ら 、 2 0 0 5 年度も引き続き、 特許庁職員に 対す 

る 研究から導入を 開始し、 順次、 産学官の人材育 ( 1 )  定義 

成 においてその 導入を進める " 」とされ・、 今後さら 

なる研究開発が 求められている。 そもそも、 e.Learning とはどういったものを さ 

すでに一部の 企業の中では、 独自 0))e 屯 earning  す めか。 前述の「知財促進計画 2 0 0 5 」では「 イ 
ンスフ「 、 -- ムを 開発・導入し、 社員教育 やノ 、 事 審査に レターネ、 ット などの利用による 教育研修」 とだ け 

積極 自 りに利用しているところもあ る。 また、 一般 定義しているが、 e ラ ー ニンバ白書」 ALIC 0 先進 
ユーザ 一のレベルで も 、 受験や資格試験対策とし 学習基盤協議会 ) 編 。 オーム 社 : では、 「 e ラ 一二 

て e 七 earning が利用され，ることは、 それほど 珍 ング とは、 情報 技 ・術によるコミュニケーション・ 

しいことではなく、 大手予備校でも e 屯 earning  ネ、 ヅ トワーク等を 使った主体的な 学習であ る。 コ 

が 積極的に利用され ，るようになっている。 シ テンツが学習目的に 従い編集されており、 学習 

しかし、 その - 方で、 大学においてはこれまで 考と コンテシ ツ 提供者の間にインタラクティブ 性 

の 伝統的な授業形式に 加え、 e-Learnine による教 が提供されている。 インタラクティブ 性とは、 学 
青方法が積極的に 導入されているとは 言いがたい。 習 者が自らの意思で 参加する機会が 与えられ、 人 

実際、 e.Learnin 告の世界的なランキングで、 日本 またはコシピューターからの 学習を進めてし、 く上 

はこ -;:. 数年 4 0 位 台 ほとどまり、 アメリカはもと での適切なインストラクジョン 7) ま 適時与えられて 

より、 韓国やシンガポールといった、 アジア諸国 いることをい う 」 と定義している。 これら以外に 

に 大きく遅れをとっている。 その理由としては、 も 、 様々な定義づけがなされており、 社会的な合 

他国においては、 大学における e 屯 earning の専 意形成には至っていないというのが 実情であ る " 

人 が積極的になされているのに 対して、 日本では しかし、 多様な定義の 中でも、 e-Learming               

大学における e-Learning の導入が著しく 遅れて ぺト ・・ 」 ン ・ 一 ） ， ンピューターやインターネ、 ゾト を介するとⅠ     

    、 るということが 挙げられ。 る 。 ぅ点、 ② ニ - ザ 一の自主性とユ - ザー と システム 

もちろん、 大学における e 屯 earning の導入が 間の相互性を 有するという 点は、 共通しており、 

遅れているということの 原因を 、 全て著作権 法が それらが主たる 要素であ ると言える。 

負っているというわけではない。 その理由として 

は、 様々な理由が 考えられるが、 ここでは特にそ (2)  e.Learning の態様 
ね ちについて述べることはしない。 ただ、 大学に 

おける e-Learnine と、 それ以外の分野における 定義づけ同様、 e.Le 盤 n 血 g といっても、 その形     態は様々であ り、 講義や講演をビデオに 録画し、 

  「知的財産推進計画 2 0 0 5 」 1% 頁 インターネットを 介して同時に 中継するといった 

比仁匡 //www.kantei.eo.ip/ip た血 gi/titeki2/daill/1  もの ( 同時中継型 ) もあ れ， ば 、 SCORM 規格に基 
lSi 「 VOu2.P 亜 づいて編集を 行い生徒の勉強の 進展状況によって 
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，インターネット 上で講義が進んでいくもの (WBT= 

W も も Based Ⅵ㎡ nlinlg 型 Ⅰもあ る。 

だだ、 これらの分類は、 完全ではなく、 講義の同時 
中継に加え課題の 提出などを WRT 型ですすめるも 

のなど、 多様性があ り、 それ，ぞれの 目指す学習効果に 

より、 eLearning のあ り方も変わってぐる。 
慶店 義塾大学を例にとっでみれば、 SFC キヤ シバ 

スでは、 SFCCLOBAI 』 CA&IPUS2 として講義を 無償 

で公開しており、 WlDE t Ⅰ niverSity of Sch0ol 0f 
Interne 伊の中核的な 役割を担っている。 しかし、 全 

塾ク )e. 億 arming の活用には至っていないのが 現実で 

あ る。 

さらにほ、 OCW (Open course ware)4 のように、 
，インターネット 上に公開された シ ラバス等を用いて 

大学の授業内容を 知ることができるプロジェクト t, 
立ち上がっている。 

  大学における e- ㎏ a 血 ing に関する著作権 問 

題 

e,Learning に関する著作権 問題の中でも、 とりわ 
け 大学においてば 問題が複雑となりていると 前述 L, 

だ。 以ア、 そ ㈲違いとして 何が挙げられ、 どのような 

問題があ るのかについて 具体的に検討してい く 。 

大学における e,I 丈 arning とそれ以外と㈲もっとも 

大きな違いは、 コンテンツを 作成するにあ たって 、 ぞ 

れが ピ ㎏ 8mi ㎎コシテ ，ツの 作成のたのだけを 目的 

と L, た 講義や教材ではない。 いうところにあ る。 

(1) e.Lea 「・ nlng コシテンツの 著作権 

e-Lear 、 、 j 、 ㎎コシ デ， " ッ というのは著作権 法上，、 どの 

ような性質を 有するのか。 まず、 主に主流 ど なる WB 
T 形式の e.Learning コンテンツについて 検討すれば、 

;k 学の講義を録画・ 編集して作成された e 屯 earning 
コンテンツは、 講義を原著作物と レ C 、 著作権 法 2 条 

Ⅰ 1 号にい う 二次的著作物 " に 該当する。 

' """"" 。 "" 理 "" 
  ぬゆ血 " 
4@ httD://ocw ・ dmc ， keio ， ac ， iD/i/ 

OCW については、 このプロ。 ヌークト を開始 i, た M 庁で 

は、 教育は、 大学という場において 人を通じて提供される 

ものであ り、 インターネット 上で無償公開されるのは、 M 庁 
において提供される「教材」に 過ぎないと捉えている、 と 

M 圧 宮川教授は述べている。 このような側面からも、 OC Ⅶ / 

ほ ついては、 狭義の ビ Learnine には属さないと 考えろ， 

れる。 
5 ( 定義 ノ 

筋 = 条 
この法律において   次の各号に掲げる   偶語 の ，意義 は ・当該各号 仁宕 

この二次的著作物の 著作権 の帰属については、 
e. ㎏ arming コンデン ヅ の作成と管理・ 運用が、 大学 

主導で行われ・、 教員自らではなく e 屯 ear ㎡ ng の 、 ンヌ、 

テムに通じた 大学職員もしくは 大学から委託を 受け 

た業者 ( 以下大学職員等 ) であ ることが通常であ るた 
め 、 著作権 法 1 5 条に規定される 職務著作 6 に該当す 

6o 
前述の SFC  GLOBAL ぬ失抽 PUS において モ ，、 著 

作権 についてサイトの 全での著作権 が SFC キャンパ 

スに帰属すると 規定している ，。 

これについては、 講義の二次的著作物としては、 講 

義 本 として出版されるようなアナロバ 媒体によるも 
のと、 e-lea 「 n 五 ]ng コシテン ヅ のようにデジタル 媒体に 

よるものの二種類が 考えられ、 教員が著作権 を有する 

講義を本として 出版する場合は、 書籍の著作権 は教員 
に 発生ずるのに 対して、 e.Iearnlng コンテンツに 関す 
る著作権 が大学に帰属するのはおかしいという 反論 

もなき オ しうる。 しがし、 前者において 教員に著作権 が 

発生するのは、 教員、 $ 身が講義を原稿化し 編集してい 
ることを前提としているからであ り、 これに対し 

e Ⅰ earning コンデン ツ の作成にあ たっては、 必ずしも 
教員 - 人でできるものばかりではなく、 作成段階にお 

。 て 教員以外の大学職員等の 手による編集などの 要 

素が大きく‥ ニ ，沈約著作物の 著作権 が大学に帰属する 

と考えでも不都合はない。 というのも、 WB, 「形式の 

ような狭義の e 屯 earning コンテン 川 ;; おい・ては、 講 

義内容のみなら   ヂ 、 そのコンテシ ツ に施され だ 

SCORM 規格に合わせたデジタル 情報処理が、 安全な 

管理流通のために 必須となり、 それなしには 流通せず、 

機能さえ果たさない。 従って、 経済的な価値を 高める 
上 でもコンテンツ 全体における 重要な部分を 占める 

めると 二ろ / こ よる。 

1 7  二次的著作物 苦 作物を翻捷し、 編曲し・若しぐ ぱ変 % 征、 又 

は脚色 L. 映 風化，、 その他翻案することによ ク 劇作した苦が ，ゆそ い 

    

6  れ 職務工作威する 著作物の著作 孝ノ 

第十五条 
， 援 ， < ぞの 他 施用 者仏 ， ア この条仁お : 、 て石 必 ，， 等 ， ，と ，， 九ソの 

発意に基づきその 若 八等の業務に 従事する孝が 職務上 携 威する著作 
物 (, プロバラムの 著作物を裕 ぐヅ で、 その佳人 等 が百己の著作の 名 
義の月 i_ 公表するるのの 著作者 は ・ その 作成の時に ち， ・ ナる 契約、 勤務 

規 瑚 その他に別雙の 定めがな ク、 沖 り、 その 法 ス等とする。 
2  法， 穴 竿の発意だ 姦 づ きそ " 法 八等の業務に 多事する孝が 媛務 上 

格威するプロバラム つ牽 作物の薔作者 は ・その ん 成の時にお村る 契約． 
動湧 規則 ぞク ， 磁 ， こ別 椴の定め メ i な 4 % グ、 そズ，ぼ 八等とする。 

7 世垣立笠三 % よ生生理 皿旦堅ノ鍍由 土建 1 ねヒ里 L 
IKEmUNIVERSnYSFCGLoBALCAMPUS(SFC ヂ O は 、 

慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス (SFCC に よ り運営されて 
おり、 全ての著作権 は慶 礁 義塾大学湘南藤沢キャンパスに 

帰属しています。 また・講義の 著作権 は各担当教員または 
講演者に、 提出されたレポート 等の著作権 は各学生に席ほ 
していますのでご 注意ください。 」とされている。 
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ため、 デジタル化における 大学職員等の 作業について 

著作権 が発生することは 当然であ る 

(2) 講義に関する 著作権 
次に、 原著作物た． る 大学の講義が 著作権 法 1 5 条に 

規定される職務著作に 該当するのかという 問題が生 
じる。 というのも、 原著作物 め 著作者は、 二次的著作 

物に対して二次的著作物の 著作者と同 - の 権 利を有 

するからであ る 8 。 従って、 原著作物たる 講義の著作 
者が、 教員か大学かによって、 e.Learning コンテン 

ツに関する法律問題は 大きく異なってくる " 

大学における 講義については、 教員が発表する 論文 
と同じように、 職務著作ではなく 教員の個人の 著作物 
・であ ると考えるべきであ る。 シラバスや講義概要とい 

った学事との 関連性の強いものについてまで 教員の 
著作物であ るとすることが 妥当かどうかについては 
検討ずる必要があ るが、 講義そのものについてほ 、 教 

員 、 に著作権 が帰属するべきであ る。 これに対しては、 

講義は、 雇用契約に基づく 大学に対する 労務の提供と 
しで、 著作権 法 1 5 条における「業務」とみなされる 
として、 講義の著作権 が大学に帰属するという 主張も 
あ るが、 講義の提供が 業務どしだとしても、 その内容 

ほ ついては、 憲法 2 1 条 ( 表現の自由 ) と 2 3 条 ( 学 

習の自由 ) で保障される 教員の権 利に基づき教員自ら 
の意思で作成されており、 著作権 法 1 5 条における供 

人等の「発意に 基づく」創作であ るとは言えない。 よ 

って、 講義の著作権 は 教員に発生する。 

以上㈲ように、 二次的著作物たる e.Learning コン 

，テンツに関する 著作権 は大学に帰属するが、 原著作物 
0 つ 著作権 者た． る 教員 は 、 二次的著作物に 対しては著作 

権 法 2 8 条にもとづいて、 著作権 法の 2 1 条 ～ 2 7 条 

に規定される 権 利を ピ丘 a 「 ning コシテン ヅ に対して 

有している。 とりわけ問題となるのは 主に、 複製権 9 、 

譲渡権 10 、 貸与権 1l 、 翻訳権 ・翻案権 等 12 を有してい 

8  ( 二次的著作物の   % 用に度する原著作者の 権 利 ノ 

第 - 十八条 
次 移 著作物の原著作物の 妻作者は、 当該 -% 舶 著作物の勅用 / ニ麒 

L 、 この 託，ご 規定する権 利で ，き亥 = 次的事 作物の薔作者 ガ， 有するもの 
と 周一の種菊の 権 利を亨 存 ずる。 

9  ィ 複製 移ソ 

篆 = 十一条 
著作者 は、 ぞの夢格物を 複製する権 利，を 亨 存する。 

10 れ 譲渡 樹 
第二十六条の 二 

著作 孝は ． ぞ " 著 幣物 れ映 圃の著作物を 傑 ぐ 。 以ァ " この案 A ご おいて 

何ど ，ノ をその原作 拐 又 は 複製物 @ 画の芽従物において 複製どれて 
クづ 事ク 物 にあ って は、 き該狭 画の事 作   吻の複製物を 嫁ぐ。 以ア この 
英仁おいて 仰 ㌦ ソの 譲渡 仁 よク公衆に押 甜オる接表姥 ，専有 オる 。 

11  / 貸与 だ，， 
第二十六条の 三 

苦佳孝 は 、 その妻作物 / 触 : 画の著作物を 俺 ぐ 。 ノ をその複製 物れ 映 

画の苦作物 に おいて複製さ 力 て ん巧 著作物にあ って は 、 当該映画 ゆ蕾 

るという点にわそ ) 。 ニ のような権 利にもどづいて、 教 

員は、 e. ㎏ arning コシデン   ソ を自ら複製し、 第三者 
に譲渡することが 可能となる， 

このような問題が 生じないためには 以下の 0 つが 

不可欠となる。 まず第 1 に教員と大学の 間で 
e-Learnmng コンテンツの 管理・運用につい・ て 、 別個 

に取り決めをすることであ る。 具体的に は、 
ゲ Ⅱ㏄ rnmg =:, テン ヅ の管理・運用に 関しては、 大 

学が排他的権 利を有すること、 そして、 大学が 
e,Learnin ビコンテシ ヅ の管理・運用に 基づき、 利益 

を 上げた場合には、 それに応じた 報酬の分配を 行 う こ 

となどが挙げられる。 第 2 に 、 e-Leafnin ビコシデン 

ヅ 作成の段階で、 大学側が当局以覚のものが 複製等を 

行えないように 技術面からの 対策を講じるこ - どであ 

る。 契約とシステムの 両面からの対応によって 、 

e.Le ぬ rning コンテシ ツ が．円滑   に 管理・運用が 促進 
されるこ - とは、 大学のみならず、 社会的にも有益であ 

  
「知財推進計画 2 0 0 5 」においてはデジタルコン 

テンツについて、 機関帰属の方針を 打ち出している 13 。 

これについては、 前述のとおり、 e.Learn ㎞ 皆 コンテ 
ンツの著作権 は大学に帰属するため、 その方針に沿っ 

ている。 ただし、 同時に、 教員と大学間の ビ L ん arning 
コンテシ ヅ に損ずるルール 作りが必須であ り、 今後、 

どのようなル - ルであ れば e. ㎏ arning を促進しさ ら 

に 教員の不当な 不利益を課することがないか、 といっ 
た検討が継続 l, て 必要であ る。 

(3 Ⅰ 権 利クリアランス 問題 

e 山 earnine に関する著作権 問題は、 バッケージ と 

じての e. ぬ arnine コシテン ヅ の著作権 についでのみ 

ならず、 その内容を構成する 個々のコンテンツにおい 

ても生じる。 つまり、 講義の中で第姉者の 著作物を無 
断利用している 場合であ る。 

実際の大学で 行われる講義では、 認識もな，第三者 

の著作権 を侵害しているこどがあ る。 具体的には、 他 
者の著書や論文を 教材としてコピー し 配布すること 

は、 程度により正当な 範囲を超えた「引用」 14 となり 

  

作物の複製物を 辮 ぐソ の貸与によ ク 公尭 仁 提供する 栢和 を事存する。 

ぱ 爾灰権 、 翻案 権 羊ノ 

第 r 十七条 
著作 者は、 ぞの音作物を 翻鈍し、 編 脅し、 若しぐ は 変形 し、 文ぱ脚 

台 L 、 僻画化 :,. その他翻案 す る 格 % を ，専 : 奇ヲづ 。 

ls 前掲 中 (1     @ 1 5 頁 

l4 r 引用 ノ 

第三 -,   -, 案 

    公表さ力た 音 作物 は 、 引用して利刀することが " できる " この場合 仁 

お ム ・ て ・その引舟 は ．公正な停 行 に今 致 するものであ ク、 ガつ 、 報道、 
批評．研究その 他の引用の目 約 正正当な 鰯康 内で行なわ 力ぷ 自ので・ な 

けんばならなれ 
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の研冤 がなされていくことが 必要となってくると 考 

える。 

，え 、 また、 著作権 者の利益を不当に 害する「複製」 15 

として著作権 法違反となり ぅる 。 現実には、 これらを 
用いた授業はそれほど 珍しいものではなく、 まだ学問 

において他者の 学説を研究することは 不可欠であ る 

ことも否めない。 しかし、 学説を引用する 際に出典が 
提示されず自説との 区別が 暖昧 であ ったり、 第三者の 
作成したイラストや 図などにづきそれを 表示せずに 
授業のレジュメや。 ワ 一ポイントもこおいて 利用する 

など、 様々な レベノし，の 著作権 侵害がなされる 可能性が 

あ る ) 。 

しかし、 このような著作権 侵害については、 第三者 
の著作物であ るか否か、 そして第三 _ 者のものであ る場 

合にはその出典につ。 て 、 講義を行い、 そして資料を 

作成した教員本人でなければ 知りえない場合がほど 
んどであ って、 自己申告に頼るしかない。 教員の申告 

により、 相手方と交渉を 行 う というようなシステム t, 
存在する， G が 、 ぞもそも教員自身に 認識がない場合は 

ど う するか、 まだ e.Lean. ㎡ ng コシテ ，、 ソが 膨大にな 

ったときに処理しきれ・るのか、 と解決すべき 点け多く 
残されている。 そして、 言さまでもなく、 まずは教員、 
の 著作権 に対する意識を 高めることが、 何よりも重要 
となる。 

    おわりに 

以上のように、 e. ㎏ arnlng に関する著作権 問題に 
ついては、 まだ検討すべき 点が多く残されている。 た 

だ、 これに づ 。 ては、 法的側面がらの 解決に加えて、 

技術的側面での 解決の可能性も 大いにあ る。 
e, 臆 arning コンテンツに 限らず、 現行法では解決が 

困難であ るような問題であ っても、 技術的な側面ガ %, 
の アプロ - チが効果的な 場合もあ る。 とりわけ、 法整 
備もまだ進んで。 ないこの分野においては、 分野横断 

的な取り組みが 有効であ り、 今後そのような 観点から   
1 。 / 学描 そ の 勉の孝高機 癬 ・ ごおヶる 複製 勢緩 三ナ五条 

学校その他の 授 寄機簾 「営利を夕的として 毘置さ 九て ケ， るあ のを 併 
㍍ ノに おいて 教   声を担任する 孝汲ぴ 授業を - 受ヶる孝は 、 その授業の 

首窟 にあ   けお 佗 将仁必することを 自的 オオる腸 今には 、 必要と認めら 

力る 鹿度 において．公表さ 力た 薔 従物を複製するこ ， ができ る 。 ただ   

，，， ‥ 当譲 善作物の種類吸ひ 用銭 壷び / こぞの複製の 綴 煮吸ひ姦使仁照 。 

し 著作 格 孝の湖釜を不当 仁 害することとなる % 台な．この 銀クて ，なれ 
2  公表さ力た著作物にっ ク ・てば．前項の 授高 % 縛における授業の 錐 
程 ， お，て ． きぼ亥 授業を直接受かる 者，身と・ て 当該著作物をそ み " 免 ㌘ 

召 若しぐ / ゴが 製物を提供し、 若しくは 芽ボ して 利甲 する 易 今文 は 当該 
音信物を第三十八条芳一頁の 姥定 によ グ 上夜 L 、 廣 寒し、 上映 L 。 孝 

，くは 口述し 乙甜片す 5% 台 仁は ， 当譲 授業 ガデ がわぬる場所以外の 場 
席において当該 授 実を何時に受ける 孝仁 ガ して公衆軽信 穏働 公衆送 
信の場合にあ ってば、 老 信明乾店 を牟ぁ，， ; を 行 どができる。 だ 

だし．当該善作物の 産 萄受びぽ 屋並びに当該公衆送信の 瑳 技仁照 ちし 
著作悉皆の村益を 不孝仁害する、 ， どとなる % 台 は ． ニの硬クて々，れ、 

l6httD.y/www.soi.wiide.ad,I,p/coDV 取出 1 は 里旦垣 「 i 亘 ! せ 
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